
令和７年度九度山町後期高齢者医療特別会計補正予算書(第３号)

伊都郡九度山町　　　



  令和７年度九度山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,833千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　220,740千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

　歳出予算補正」による。

専決

令和７年度　　九度山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

令和8年3月31日

九度山町長 岡 本 章



第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

　　歳　入 単位：千円 

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

  1. 保険料 ８５，１６１ △１，１５６ ８４，００５

  1. 後期高齢者医療保険料 ８５，１６１ △１，１５６ ８４，００５

  2. 使用料及び手数料 ２ ３ ５

  1. 手数料 ２ ３ ５

  3. 繰入金 １３４，３２８ △６０６ １３３，７２２

  1. 繰入金 １３４，３２８ △６０６ １３３，７２２

  4. 繰越金 １ △１ ０

  1. 繰越金 １ △１ ０

  5. 諸収入 ７９３ △７３ ７２０

  1. 延滞金、加算金及び過料 ３ ４ ７

  2. 預金利子 １ △１ ０

  3. 雑入 ７８９ △７６ ７１３

歳                 入                 合                 計 ２２２，５７３ △１，８３３ ２２０，７４０



　　歳　出 単位：千円 

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

  1. 総務費 ８，４３２ △６０５ ７，８２７

  1. 総務管理費 ７，９８５ △４２９ ７，５５６

  2. 徴収費 ４４７ △１７６ ２７１

  2. 後期高齢者医療広域連合納付金 ２１２，８４５ △１，０８４ ２１１，７６１

  1. 後期高齢者医療広域連合納付金 ２１２，８４５ △１，０８４ ２１１，７６１

  3. 保健事業費 ４１９ △１４４ ２７５

  1. 保健事業費 ４１９ △１４４ ２７５

歳                 出                 合                 計 ２２２，５７３ △１，８３３ ２２０，７４０



歳入歳出補正予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 

款 補　正　前　の　額 補　正　額 計

  1. 保険料 ８５，１６１ △１，１５６ ８４，００５

  2. 使用料及び手数料 ２ ３ ５

  3. 繰入金 １３４，３２８ △６０６ １３３，７２２

  4. 繰越金 １ △１ ０

  5. 諸収入 ７９３ △７３ ７２０

歳          入          合          計 ２２２，５７３ △１，８３３ ２２０，７４０



(歳　出) 単位：千円 

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款 補　正　前　の　額 補　正　額 計 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ  の  他

  1. 総務費 8,432 △605 7,827 △605

  2. 後期高齢者医療広域連合納付金 212,845 △1,084 211,761 △1,156 72

  3. 保健事業費 419 △144 275 △76 △68

歳     出     合     計 222,573 △1,833 220,740 △1,232 △601



２  歳　入

（款）   1. 保険料 （項）   1. 後期高齢者医療保険料 単位：千円

節
目 補 正 前 の 額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 後期高齢者医療保険料 85,161 △1,156 84,005   1. 現年度分特別徴収 △681 現年度分特別徴収保険料
保険料

  2. 現年度分普通徴収 △338 現年度分普通徴収保険料
保険料

  3. 滞納繰越分普通徴 △137 滞納繰越分普通徴収保険料
収保険料

計 85,161 △1,156 84,005 

（款）   2. 使用料及び手数料 （項）   1. 手数料

  1. 諸証明手数料 1 △1 0   1. 諸証明手数料 △1 諸証明手数料

  2. 督促手数料 1 4 5   1. 督促手数料 4 督促手数料増

計 2 3 5 

（款）   3. 繰入金 （項）   1. 繰入金

  1. 繰入金 134,328 △606 133,722   1. 繰入金 △606 一般会計繰入金

計 134,328 △606 133,722 



（款）   4. 繰越金 （項）   1. 繰越金 単位：千円

節
目 補 正 前 の 額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 繰越金 1 △1 0   1. 繰越金 △1 前年度繰越金

計 1 △1 0 

（款）   5. 諸収入 （項）   1. 延滞金、加算金及び過料

  1. 延滞金 1 6 7   1. 延滞金 6 

  2. 加算金 1 △1 0   1. 加算金 △1 

  3. 過料 1 △1 0   1. 過料 △1 

計 3 4 7 

（款）   5. 諸収入 （項）   2. 預金利子

  1. 預金利子 1 △1 0   1. 預金利子 △1 

計 1 △1 0 



（款）   5. 諸収入 （項）   3. 雑入 単位：千円

節
目 補 正 前 の 額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 雑入 789 △76 713   1. 雑入 △76 人間ドック検診事業補助金                            　△73
集団健診事務費補助金                                 　△3

計 789 △76 713 



３  歳　出

（款）   1. 総務費 （項）   1. 総務管理費 単位：千円

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 一般管理費 7,985 △429 7,556 △429   3. 職員手当等 △147 超過勤務手当

 11. 役  務  費 △282 通信運搬費

計 7,985 △429 7,556 △429 

（款）   1. 総務費 （項）   2. 徴収費

  1. 徴収費 447 △176 271 △176  11. 役  務  費 △176 通信運搬費

計 447 △176 271 △176 

（款）   2. 後期高齢者医療広域連合納付金 （項）   1. 後期高齢者医療広域連合納付金

  1. 後期高齢者 212,845 △1,084 211,761 △1,156 72  18. 負担金補助 △1,084 後期高齢者医療広域連合納付金
医療広域連 及び交付金
合納付金

計 212,845 △1,084 211,761 △1,156 72 



（款）   3. 保健事業費 （項）   1. 保健事業費 単位：千円

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 保健事業費 272 △144 128 △76 △68  18. 負担金補助 △144 人間ドック補助金
及び交付金

計 419 △144 275 △76 △68 



  (1)　総　　括

　 　ア　会計年度任用職員以外の職員

給　与　費　明　細　書

職 員 数 給     与     費

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補 正 後 1 2,559 1,063 3,622 790 4,412

補 正 前 1 2,559 1,210 3,769 790 4,559

比 較 △ 147 △ 147 △ 147

区    分
扶 養 手 当
（千円）

住 居 手 当
（千円）

特殊勤務手当
（千円）

超過勤務手当
（千円）

宿 日 直 手 当
（千円）

期 末 手 当
（千円）

補　正　後 12 535

補　正　前 159 535

比      較 △ 147

区    分
勤 勉 手 当
（千円）

通 勤 手 当
（千円）

管 理 職 手 当
（千円）

児 童 手 当
（千円）

合    計
（千円）

補　正　後 450 36 30 1,063

補　正　前 450 36 30 1,210

比      較 △ 147

区      分
共  済  費 合    計

備    考特別職 一般職 報    酬 給    料 職 員 手 当 計

職 員 手 当

の  内  訳



   (2)  給料及び職員手当の増減額の明細

   　ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　　分 増減額 増　減　事　由　別　内　訳 説　　　　　　　　明 備　　考

給料改定に伴う増減分

普通昇給に伴う増加分

昇給期間短縮に伴う増加分

その他の増減分

職員手当 △ 147

制度改正に伴う増減分

その他の増減分 △ 147 異動等その他によるもの

給　　料


